
○熊本市水の科学館条例〔上下水道局経営企画課〕 

平成２年９月２６日 

条例第４５号 

改正 平成４年６月２０日条例第３９号 

平成１５年３月１７日条例第１２号 

平成１７年９月３０日条例第６４号 

平成２１年３月２６日条例第１７号 

平成２３年１２月１９日条例第６２号 

（設置） 

第１条 水に親しみ、上下水道についての理解を深めるための学習の場を提供するこ

とにより、上下水道に関する知識の普及並びに水及び水源の保全に対する意識の高

揚を図るため、熊本市水の科学館（以下「科学館」という。）を設置する。 

（平２１条例１７・一部改正） 

（位置） 

第２条 科学館は、熊本市北区八景水谷１丁目１１番１号に置く。 

（平２３条例６２・一部改正） 

（事業） 

第３条 科学館は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 水及び上下水道に係る学習資料（以下「資料」という。）の展示及び公開に関

すること。 

(2) 資料の調査及び収集に関すること。 

(3) 水に係る会議等の場の提供及び開催に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者が特に必要と認めること。 

（平１７条例６４・平２１条例１７・一部改正） 

（使用許可等） 

第４条 科学館の研修ホール及び水の実験室（以下「ホール等」という。）を使用し

ようとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。 

２ 上下水道事業管理者は、ホール等を使用しようとする者又は使用している者が次

の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可せず、又は既にした使用

の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。 



(1) 科学館の設置目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。 

(2) 科学館の秩序を乱すと認められるとき。 

(3) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。 

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる

と認めるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者が管理上支障があると認める

とき。 

３ 前項の規定による使用の不許可等により使用しようとする者又は使用している者

が損害を受けても、市はその責めを負わない。 

（平１５条例１２・平１７条例６４・平２１条例１７・一部改正） 

（使用料） 

第５条 科学館の使用料は、無料とする。 

（入館の制限） 

第６条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、

又は科学館からの退場を命ずることができる。 

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又はそのおそれがある者 

(2) 科学館の秩序を乱すと認められる者 

（平１７条例６４・平２１条例１７・一部改正） 

（損害賠償） 

第７条 科学館の建物、設備若しくは資料をき損し、又は滅失させた者は、速やかに

これを原状に回復し、又は上下水道事業管理者が相当と認める損害額を賠償しなけ

ればならない。ただし、上下水道事業管理者がやむを得ない理由があると認めると

きは、この限りでない。 

（平１７条例６４・平２１条例１７・一部改正） 

（指定管理者による管理） 

第８条 科学館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項の規定により、法人その他の団体であって本市が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に行わせることができる。 

（平１７条例６４・全改） 

（指定管理者の指定の手続） 



第９条 前条の規定による指定を受けようとするものは、科学館の事業計画書その他

規程で定める書類を添えて、当該指定について上下水道事業管理者に申請しなけれ

ばならない。 

２ 上下水道事業管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請があったも

ののうちから、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の

議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

(1) 科学館の運営が、住民の平等利用を確保することができること。 

(2) その事業計画書の内容が、科学館の効用を最大限に発揮させるとともにその管

理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者が定める基準 

（平１７条例６４・追加、平２１条例１７・一部改正） 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規程

その他上下水道事業管理者が定めるところに従い、科学館の管理を行わなければな

らない。 

（平１７条例６４・追加、平２１条例１７・一部改正） 

（指定管理者が行う業務） 

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 科学館のホール等の使用の許可及びその取消し並びに停止の命令に関する業

務 

(2) 科学館の維持管理に関する業務 

(3) 第３条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、科学館の管理運営上上下水道事業管理者が必要と

認める業務 

（平１７条例６４・追加、平２１条例１７・一部改正） 

（協定の締結） 

第12条 指定管理者は、指定を受けるときは市と科学館の管理に関する協定を締結し

なければならない。 

２ 前項の協定に定める事項は、規程で定める。 



（平１７条例６４・追加） 

（指定の取消し等に係る損害賠償） 

第13条 上下水道事業管理者が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理

の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じて

も、市はその賠償の責めを負わない。 

（平１７条例６４・追加、平２１条例１７・一部改正） 

（秘密保持義務等） 

第14条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者

は、熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）第１２条の２に規定する

ところにより個人情報を適切に管理するほか、科学館の管理に関し知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

（平１７条例６４・追加） 

（委任） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。 

（平４条例３９・旧第８条繰下、平１７条例６４・旧第９条繰下・一部改正） 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成２年１０月２５日規則第５７号で平成２年１０月２７日から施行） 

附 則（平成４年６月２０日条例第３９号） 

この条例は、平成４年７月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１７日条例第１２号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月３０日条例第６４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日から平成１８年９月１日（同日前に地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき熊本市水の科学館の管理に係

る指定をした場合には、当該指定の日）までの間における熊本市水の科学館の管理

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年３月２６日条例第１７号） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 



２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の熊本市水の科学館条例の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の熊本市水の科学

館条例の規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２３年１２月１９日条例第６２号）抄 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


